
　お子さんが安心して医療を受けられるように医療
費を支給する事業です。支給を受けるには申請が必
要です。申請日から助成を受けることができます。
対象・内容／お子
さんが18歳にな
る年度末までの
通院・入院費

対象・内容／次のいずれかに該当する方の通院・入院費
〇身体障害者手帳１～３級・療育手帳Ⓐ～Ｂ・精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けている方（各手帳
取得時の年齢が65歳以上の方は除く）
〇65歳未満の時に一定の障がいがあり、その障がいにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方
その他／既に本制度を利用している方は引き続き対象。新規申請者は所得制限があります

　ひとり親家庭等に対して、医療費の一部を支給す
ることにより、生活の安定と自立を支援するもので
す。支給を受けるには申請が必要で、資格認定要件
や所得制限があります。
対象・内容／ひとり親家庭等の18歳年度末までの児
童（一定の障がいがある児童は19歳まで）とその母
（父）又は養育者の医療費の一部

こんなとき 届出先
会社を退職した

国保年金課
所得増や離婚等で配偶者
に扶養されなくなった
自分を扶養していた配偶
者（第２号被保険者）が
退職又は65歳になった
就職や転職で厚生年金保
険等に加入した 勤務先

所得減や結婚等で第２号
被保険者の配偶者に扶養
されるようになった

配偶者の勤務先

　20歳から60歳までの40年間は、皆さんが国民年金
に加入することになります。加入の種別は３種類あ
り、職業などにより異なります。
　結婚や就職、退職などにより加入の種別が変わっ
たときは、２週間以内に手続きしてください。

第１号
被保険者

学生、自営業者、農林漁業者、第２号被
保険者に扶養されていない配偶者など

第２号
被保険者

厚生年金や共済組合などに加入している
会社員・公務員

第３号
被保険者 第２号被保険者に扶養されている配偶者

　４月から国民年金保険料が月額16,610円になります。保険料額は、直近の物価や賃金上昇率を乗じて
その年度に見合った価格水準に調整されます。

国民年金保険料額が変わります

人生の節目には国民年金の届出を人生の節目には国民年金の届出を

医療費支給事業のご案内
こどもの医療費

問い合わせ／子育て支援課給付担当（内線2637）

重度心身障害者医療費
問い合わせ／障がい福祉課障がい福祉担当（内線2678・FAX541-1328）

問い合わせ／大宮年金事務所（☎048-652-3399自動音声案内「２」）
　　　　　　国保年金課年金担当（内線 2437）

ひとり親家庭等医療費
問い合わせ／子育て支援課給付担当（内線2637）

こ ど も の 医 療 費
ひとり親家庭等医療費
重度心身障害者医療費｝₃月の振込日は30日（火）です。　※医療費が高額な場合、事務処理上振込が遅れます※救急の場合を除き、平日の診療時間内に受診するなど、医療機関の適正受診にご協力をお願いします

ジェネリック
医薬品を
希望します
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